
本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
四
十
二
号
）
（
田
園
都

市
づ
く
り
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

屋
外
広
告
物
法
の
一
部
改
正
を
踏
ま
え
、
屋
外
広
告
物
の
禁
止
地
域
に
田
園
住
居
地
域
を
追

加
す
る
と
と
も
に
、
屋
外
広
告
物
の
倒
壊
等
に
よ
る
公
衆
に
対
す
る
危
害
を
防
止
す
る
た
め
、

屋
外
広
告
物
を
表
示
す
る
者
等
に
点
検
義
務
を
課
す
こ
と
等
と
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 

㈠ 

点
検
義
務
の
明
確
化 

 

㈡ 

田
園
住
居
地
域
を
広
告
物
の
禁
止
地
域
に
追
加 

 

㈢ 

規
定
の
整
備 

三 

施
行
期
日 

 
 

二
㈠
に
つ
い
て
は
令
和
四
年
四
月
一
日 

 
 

二
㈡
及
び
㈢
に
つ
い
て
は
令
和
三
年
七
月
六
日 


